
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2005.08.01  

８月１日より通貨選択型個人年金保険「モンターニュ」を発売します。   

 
２００５年８月１日より、通貨選択型個人年金保険「モンターニュ」を発売します。 

日本円をはじめ、アメリカの米ドルと、オーストラリアの豪ドル。３種類の通貨から契約通貨を 
選択できる個人年金保険です。被保険者が死亡した場合には、保障基準価格と解約払戻金額 
のうち大きい方の金額をお受取りいただけます。 
 
 
 
 商品名称 募集代理店 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あおぞら銀行

通貨選択型個人年金保険

 
 

 
 

 

 
※当お知らせ記事は、2008年8月1日現在において更新した内容です。 

ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」を 
よくお読みいただき、内容を十分にご理解ください。 

 

 

＜この保険のご検討にあたってご確認いただきたい事項＞ 

■為替リスクについて 

 この保険は、外国為替相場の変動による影響を受けます。したがって、死亡保険金、解約払戻金、 

 年金および一部引出金を契約通貨以外に換算した際には、為替相場の変動により保険契約 

 締結時の同通貨に換算した額を下回る場合があり、損失が生じるおそれがあります。 

■市場リスクについて 

 この保険を解約する場合、運用資産（債券など）の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、 

 市場金利に連動した市場調整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性が 

 あり、損失が生じるおそれがあります。具体的には、契約時点よりも市場金利が高くなると市場 

 価格は下落し、逆に、契約時点よりも市場金利が低くなると市場価格は上昇します。従って、 

 解約払戻金は市場金利の状況により増減することとなります。 
 
 
■お客さまにご負担いただく費用について 
• ご 契 約 時  ご契約時にご負担いただく費用はありません 

• 積 立 期 間 中     積立期間中に適用される予定利率は、指標金利であるスワップレートから保険契約の 
 維持費用および死亡保障の費用をあらかじめ差引いた利率であるため、積立期間中に 
 ご負担いただく費用はありません。なお、このスワップレートは通貨および積立期間 
 によって異なります。 

• 外国通貨で契約を締結することで生じる費用 
＜一時払保険料の振込み、保険金等の受取を外国通貨で行う場合＞ 



  送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関  
  によって異なります。 

＜一時払保険料を円貨で入金する場合のレート（ＴＴＳ）と保険金等を円貨で受取る場合のレート（ＴＴＢ）＞ 
  仲値（ＴＴＭ）に対し、次のとおりとなります。 

円入金特約により、円貨で保険料を入金する場合の円入金特約レート（TTS）：TTM＋50銭 
円支払特約により、円貨で保険金等を受取る場合の円支払特約レート（TTB）：TTM－50銭 

• 年金受取期間中    年金管理費として、年金受取金額に対して 1.0%を年金受取日に責任準備金から控除 
                     します。 

• 解約・一部解約時   解約時の積立期間および契約日から解約日までの経過年数に応じた所定の解約控除率 
（最大 9%～1%）を解約日の保障基準価格に乗じ、その金額（解約控除額）を市場金利の変
動上場を反映させて計算した市場調整価格から控除して払戻金としてお支払いします。 
 
 

＜この保険の特徴について＞ 

■日本円をはじめ、アメリカの米ドルと、オーストラリアの豪ドル。３種類の通貨からいずれかの契約通貨を選択できま
す。 

■お預かりした一時払保険料は、ご契約時の予定利率で積立期間中、複利運用されます。 

■契約通貨に関わらず、一時払保険料は、日本円でも入金することが出来ます（円入金特約）。 

■毎年の運用収益分を引き出すことができます。（一部引出） 

■被保険者が死亡した場合には、保障基準価格と解約払戻金額のうち大きい方の金額をお受取りいただけます。 
 

 
＜ご注意＞ 
・積立期間はお預かりした一時払保険料を運用する期間です。積立期間満了時の年金原資はご契約時の 
 予定利率を元に計算しますので、ご契約時に年金原資の金額が決まります。 

・将来受取る年金額は、年金原資および年金受取開始日における基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に 
 基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 

・年金の受取期間中は、年金管理費が控除されます。 

・一部引出をご利用の場合は、保障基準価格はその分減額されます。  

・最後の契約応当日は年金受取開始日となりますので、一部引出はご利用できません。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           MSML-0808-B-0420-00 

 

 


